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1.はじめに 

SDGs では「包摂的かつ持続可能な経済成長及び

生産的な完全雇用とディーセント・ワークをすべ

ての人に推進する」ことを目指している。ディー

セント・ワークとは、働きがいのある、人間らし

い仕事という意味であり、この概念は、1999年の

第 87 回 ILO 総会に提出された事務局長報告にお

いて初めて用いられた。ILO は各国の実情に応じ

た事業を推進し、各国におけるディーセント・ワ

ークの実現を支援している。 

日本政府は、ディーセント・ワーク概念の普及

に努めるとともに、最低賃金の引き上げをはじめ

とした様々な政策を推進することで、ディーセン

ト・ワークの実現を目指している。一方で、現実

的には先述のような既存の政策から取りこぼされ、

満足に生活することができる賃金を貰うことすら

できない人々も存在している。 

私たちは、すべての人にとってのディーセント・

ワークを実現する一助となる制度として「就労継

続支援 B型」に着目した。就労継続支援 B型事業

所（以下、B型事業所）の実態を踏まえながら、デ

ィーセント・ワークの実現を図るための課題と方

策を検討する。 

 

2.現状 

日本では、障碍者の雇用を促す法定雇用率制度

の拡充が行われており、令和 3年の民間企業の法

定雇用率は 2.3%となっている。しかし、達成割合

は 47.0%となっているうえ、法定雇用率の引き上

げを行うだけでは、一般企業への雇用や、雇用契

約に基づく就労が困難な重度障碍者の雇用を促す

ことにならない。 

そういった重度障碍者にとって必要不可欠な制

度が、障害者総合支援法で定められた、就労系障

害福祉サービスのひとつである「就労継続支援 B

型」である。これは、障碍や重病を持つ人のうち、

体力や年齢などの理由により一般企業で雇用契約

を結んで働くことが困難な人が、自分の体調や、

体力に合わせて働くための場を提供するための制

度である。就労継続支援 B 型を利用している人は

約 26.9万人にのぼり、就労系障害福祉サービスの

中で最も利用者数が多い。 

しかし、令和 2年度の就労継続支援 B型の全国

月額平均工賃は、15,776円で、時給に換算すると

222 円であり、現在の最低賃金の全国平均である

961円を大きく下回っている。 

 

3.低工賃を生む構造 

このような低工賃になっている最大の理由とし

て、就労継続支援 B型の利用者は、他の就労系障

害福祉サービスの利用者に比べて、生産性が低い

と見なされており、単純作業ばかりを請け負わさ

れていることが挙げられる。単純作業は低単価で、

高工賃の実現が難しいだけでなく、ディーセント・

ワーク、つまり「働きがい」という観点からも課

題が残る。また、「B型事業所の利用者は生産性が

低い」という固定観念が、仕事を発注する側に強

く根付いているため、高単価の仕事の受注はほと

んどない。 

加えて、多くの B型事業所では、高い品質の製

品やより大きな利益を生み出そうとはしていない。

さらに、利用者へサービスを提供し続けるために、

機械化することも可能な単純作業を、無理やり利

用者の作業として切り出しているという側面もあ

る。これらも、高工賃実現を妨げる要因である。 

 

4.ヒアリング調査 

B 型事業所を取り巻く福祉の実態を調査し、高

工賃実現の手がかりを得るため、いくつかのヒア

リング調査を行った。 

 

4-1.障碍者支援施設 A 

京都府城陽市に位置する B型事業所「障碍者支

援施設 A」への調査では、B 型事業所に潜む更なる

問題点が明らかになった。仕事を発注する企業と、

B 型事業所の職員が、対等な立場にないというこ

とである。B 型事業所職員は、企業からなんとか

仕事を譲り受けようと頼み込む形になっており、

精神的負担を抱えているということが判った。B

型事業所職員の負担を軽減させ、障碍者のみなら



 

ず、B 型事業所職員にとっても持続可能な仕事の

創出を促す仕組みを構築しなければ、すべての人

にとってのディーセント・ワークを実現すること

にはならない。 

 

4-2.株式会社 B 

事業所で使われている機械を生産している「株

式会社 B」への調査では、最低賃金や法定雇用率

の引き上げにより、A 型事業所や企業における高

付加価値製品の製造の需要が年々高まっていると

いう実情が明らかになった。また、「ロボットを導

入したいが全自動はお金が掛かりすぎるので、半

自動にし、ある程度は人の手が欲しい」といった

企業のニーズがあることも判明した。 

しかし「障碍者は単価の低い単純作業しか担え

ない」という固定観念が、障碍者を雇用する事業

所職員や企業に強く根付いていることが現場の声

として確認できた。 

 

4-3.C 事業所 

全国就業支援ネットワークによる「就労継続支

援 A 型・B 型の賃金・工賃の向上に関するモデル

事例収集と成功要因の分析に係る調査研究」に基

づき、調査を行った。株式会社によって運営され

る C 事業所では、開設されてから僅か 2 年で

72,194 円という高い月額平均工賃を実現してい

る。C 事業所の事業について調査を行い、高工賃

実現の要因について考察した。C 事業所の高工賃

実現の要因は主に 2 つあると考える。 

1 つ目は、従来の事業所とは異なった設計であ

る。C 事業所は飲食店の形態をとっているが、店

舗のバリアフリー化やテラス席の設置を行い、高

齢者やペット連れなど、より幅広い客層からの集

客を期待している。また、オープンキッチンの設

置や、利用者への接客業務の積極的な割り振りも

行い、開放的で明るい雰囲気が醸成されていた。 

2 つ目は、専門外のノウハウを積極的に取り入

れることである。職員のうち、C 事業所に就業す

る以前に、福祉分野の知識や経験を有していた者

はごく僅かであり、そのほとんどが元飲食業従事

者であった。飲食業のノウハウを取り入れ、高い

レベルで商品開発を行うことで、顧客数および利

益の増大を図っている。実際に、商品のレベルが

高いことで、数々のメディアで取り上げられた実

績がある。加えて、SNS運用など、対外的な広報活

動を通して更なる集客を目指している。 

 

5.提案「工福連携モデル」 

ヒアリング調査の結果を受けて、工福連携モデ

ルの提案を行う。工福連携モデルとは、「工業」と

いう専門外のノウハウを福祉と連携させることに

よって、高付加価値製品の創造を行い、高工賃の

実現を図るというモデルである。具体的には、B型

事業所にロボットの導入を行い、ロボットの作業

スペースを設ける。利用者の作業とロボットの作

業を組み合わせることによって、高付加価値製品

の製造が可能になる。企業にとっても、ロボット

の導入と人材の確保を同時に行うことが出来ると

いう利点がある。 

このモデルの実践に際して、ロボットと利用者

がそれぞれ得意な作業の書き出しを行う。それら

の作業をカードとして細分化することで、工業分

野の企業と B 型事業所職員を対等につなぐコミュ

ニケーションツールとなる。利用者の作業が可視

化されることによって、具体的にどのような高付

加価値製品を製造できるか、企業がイメージする

ことが容易になり、新たな仕事の依頼の獲得や、

創造につながる。この工程を行うことによって、

既述した「B 型事業所の利用者は生産性が低い」

という固定観念が取り除かれる契機となる。 

 

6.おわりに 

本研究では、ヒアリング調査をもとに B型事業

所の問題点を分析し、「工福連携モデル」の提案を

行った。「工福連携モデル」を実践的に検証し、広

く浸透させていくことで、すべての人にとっての

ディーセント・ワークが実現可能であると考える。 
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